
陳情資料 （本年岐阜県公表の予測結果を抜粋・編集／地図に山県市や赤丸を加筆等した） 

２枚目右下の図１０ｍＳｖの意味＝ 「放射線管理区域（被ばくを防ぐために不必要な 

出入りが禁じられる区域）の約２倍の線量」 

 

●放射性物質拡散シミュレーション結果について   

平成２４年９月／ 岐阜県知事直轄・危機管理部門原子力防災室 
平成２３年３月の福島第一原子力発電所事故では、従来の防災対策を重点的に充実すべき地

域を超える範囲にまで、放射性物質による影響がありました。 

岐阜県は、最寄りの原子力事業所（敦賀発電所）から県境まで約２５km の位置にあることに

加え、若狭湾方向から風が吹く日が多いことから、県としても原子力災害に対して対策を講じ

ておく必要があります。 

この対策につなげるため、福島第一原子力発電所事故と同様の放射性物質の放出が、本県に

最寄りの原子力事業所の位置で発生したと仮定した場合における本県への影響を、科学的な手

法によりシミュレーションしました。なお、このシミュレーションは、過去の気象条件のもと

に、福島第一原子力発電所事故での推定放出量や沈着に関するモデル計算手法などを用いて計

算したものです。したがって、事故が発生した場合には、放射性物質の拡散の傾向を示すもの

として捉え、その時点における事故の状況、気象条件、放射線モニタリングデータなどの情報

を勘案し、対策を考えていくべきものです。 

沈着した放射性物質による外部被ばく 

⑨各季節で線量が最大：冬  

（平成２２年１２月２４日４時放出開始） 

  

 

 



 

 

● 放射性物質拡散シミュレーション結果について（追補版）／平成 24年 11月 ／岐阜県 

沈着した放射性物質による外部被ばく 

⑥各季節で線量が最大：春          ⑨各季節で線量が最大：冬 

（平成２２年３月２８日１４時放出開始）   （平成２２年１２月２４日４時放出開始） 

   

  


